様式第２号（第９条関係）

　　　年　　月　　日
越前市長　殿

申請者	住　所　越前市　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　－　　　－　　　　

越前市空家等対策早期決断支援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書

[bookmark: _Hlk34067336]　事前確認を受けた標記の補助金を受けたいので、越前市空家等対策早期決断支援事業補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請するとともに実績を報告し、補助金を交付されるよう請求します。
　また、この交付申請に当たり、私の市税等の納付状況その他必要なことを市長が確認することに同意します。
記
	交付申請額
請求額
(③の額)
	
金　　　　　　　　　　　円

	補助対象者区分
	支払額
	①支払額÷３(1,000円未満の端数切り捨て)
	②上限額
	補助額
①と②との少ない額

	□解体
	円
	,000円
	10万円
	円

	□家財処分
	円
	,000円
	5万円
	円

	□相続相談
	円
	,000円
	5万円
	円

	合計
	③　　　　　円

	空家（住宅）の所在地
	

	解体・家財処分完了日
	　　　　年　　月　　日



	金融機関名
	

	支店名
	

	預金種別
	普通　・　当座　・　その他

	口座番号
	

	口座名義（カタカナ）
	


添付書類　空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト４（別紙１）及び該当する添付書類

（別紙１）
空家等対策早期決断支援補助金チェックリスト４
チェックしてください。（全ての欄に該当する必要があります。）
	チェック
	区分
	要件
	提出書類

	
	解体
	・事前確認を受けた日から「６か月以内」に空家の解体を完了していること。
・部分解体ではないこと。
	・領収書等（申請者が支払ったことが分かるもの）
・解体前後の写真

	
	家財処分
	・事前確認を受けた日から「６か月以内」に家財処分を完了していること。
・事前確認を受けた日から「６か月以内」におうちナビの登録を完了していること。
	・領収書等（申請者が支払ったことが分かるもの）
・家財処分前後の
写真
・おうちナビでの
当該住宅を案内している画面のコピー（添付省略可）など

	
	相続相談
	相続の相談を行い、解体又は家
財処分を完了していること。
	・領収書等（申請者が支払ったことが分かるもの）
・弁護士へ相談したことが分かるもの

	
	期限要件
	・申請書兼実績報告書兼請求書は当該事前確認を受けた翌年度の２月末日までに提出すること。
・ただし、市長はやむを得ない事情があると認めるときは、当該期限並びに解体又は家財処分の完了期限を１か月延長することができる。
	


　※正確な要件等は、空家等対策早期決断支援事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。
